
（別紙１）  

入居者等の状況 

１．入居者の世帯構成 

Ｃ－１街区 

 

 

 

 

 

 
 

※１：Ｃ－１街区（19 号棟・20 号棟）の世帯数は令和７年６月末現在の世帯数です。 

※２：各値は変動する可能性があります。 

※３：身障者を含む世帯とは、身体障害、知的障害、精神障害がある者を含む世帯です。 
 

２．入居者の年齢構成等について 

Ｃ－１街区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：Ｃ－１街区（19 号棟・20 号棟）の入居者数は令和７年６月末現在 

※２：各値は変動する可能性があります。 
 

３．外国籍入居者の割合 

Ｃ－１街区 

Ｃ－１街区（19号棟・20号棟）の令和７年６月末現在の外国人入居者の割合は、

4.2％（19号棟：1.8％、20号棟：8.3％）ですが、今後、変動する可能性があります。 

棟名 
入居者 

世帯数 

世帯人員構成 
後期高齢者を 

含む世帯数 

身障者を 

含む世帯数 

外国人を 

含む世帯数 １人 ２人 ３人 
４人 

以上 

19 号棟 35 世帯 14世帯 17世帯 ４世帯 ０世帯 18 世帯 ２世帯 １世帯 

20 号棟 21 世帯 10世帯 ８世帯 ２世帯 １世帯 13 世帯 ４世帯 ３世帯 

計 55 世帯 22世帯 25世帯 ６世帯 ２世帯 31 世帯 ６世帯 ４世帯 

年齢 

区分 
19 歳以下 

20 歳以上 

39 歳以下 

40 歳以上 

59 歳以下 

60 歳以上 

79 歳以下 

80 歳以上 

99 歳以下 
100 歳以上 合計 

 

号
棟 

継続 ４人 ８人 ８人 24 人 14 人 １人 59 人 

仮移転 １人 ２人 ２人 ２人 ０人 ０人 ７人 

合計 ５人 10 人 10 人 26 人 14 人 １人 66 人 
 

号
棟 

継続 ３人 ３人 ７人 15 人 ８人 ０人 36 人 

仮移転 ０人 ０人 ０人 １人 ５人 ０人 ６人 

合計 ３人 ３人 ７人 16 人 13 人 ０人 42 人 

 

19 

20 



別紙２ 

仮移転先又は住替先として利用可能な住戸 

１．住戸の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：令和７年３月時点の世帯数となります。 

※２：各値は変動する可能性があります。 

※３：上段は空住戸数、下段はＡ街区仮移転時修繕済み戸数となります。  

街区 棟名 
管理 

戸数 

利用可能 

住戸 

Ａ街区 

仮移転時 

修繕済み 

階別空住戸数※２ 

備考 
１階※３ ２階※３ ３階※３ ４階※３ ５階※３ 

Ａ Ａ 80 戸 --- --- --- --- --- --- --- 住替え用 

Ｂ 

３ 40 戸 ４戸 ４戸 
１戸 

1 戸 

１戸 

1 戸 

０戸 

０戸 

０戸 

０戸 

２戸 

２戸 
仮移転用 

４ 30 戸 ９戸 ３戸 
１戸 

０戸 

２戸 

１戸 

３戸 

1 戸 

１戸 

0 戸 

２戸 

1 戸 
仮移転用 

５ 30 戸 ９戸 ３戸 
２戸 

1 戸 

２戸 

０戸 

０戸 

０戸 

３戸 

１戸 

２戸 

１戸 
仮移転用 

６ 40 戸 ５戸 １戸 
２戸 

０戸 

１戸 

０戸 

１戸 

１戸 

１戸 

０戸 

０戸 

０戸 
仮移転用 

７ 30 戸 ３戸 ２戸 
１戸 

１戸 

０戸 

０戸 

１戸 

０戸 

０戸 

０戸 

１戸 

１戸 
仮移転用 

８ 40 戸 11 戸 ４戸 
３戸 

０戸 

０戸 

０戸 

３戸 

１戸 

３戸 

２戸 

２戸 

１戸 
仮移転用 

９ 40 戸 12 戸 ５戸 
３戸 

１戸 

３戸 

２戸 

１戸 

０戸 

２戸 

１戸 

３戸 

１戸 
仮移転用 

10  30 戸 ５戸 ４戸 
０戸 

０戸 

１戸 

１戸 

２戸 

２戸 

２戸 

１戸 

０戸 

０戸 
仮移転用 

11  40 戸 10 戸 ６戸 
１戸 

１戸 

２戸 

１戸 

１戸 

１戸 

３戸 

２戸 

３戸 

１戸 
仮移転用 

12  30 戸 ８戸 ２戸 
２戸 

０戸 

１戸 

１戸 

１戸 

０戸 

３戸 

１戸 

１戸 

０戸 
仮移転用 

13  30 戸 ９戸 ３戸 
０戸 

０戸 

２戸 

１戸 

１戸 

０戸 

１戸 

１戸 

２戸 

１戸 
仮移転用 

14  30 戸 ３戸 ０戸 
１戸 

０戸 

１戸 

０戸 

１戸 

０戸 

０戸 

０戸 

０戸 

０戸 
仮移転用 

Ｃ 

15  40 戸 ６戸 ３戸 
２戸 

２戸 

０戸 

０戸 

１戸 

１戸 

２戸 

０戸 

１戸 

０戸 
仮移転用 

16  40 戸 ８戸 ４戸 
０戸 

０戸 

３戸 

２戸 

１戸 

１戸 

３戸 

１戸 

１戸 

０戸 
仮移転用 

17  50 戸 13 戸 ３戸 
５戸 

１戸 

３戸 

２戸 

３戸 

０戸 

１戸 

０戸 

１戸 

０戸 
仮移転用 

18  40 戸 ９戸 ４戸 
１戸 

１戸 

３戸 

１戸 

１戸 

１戸 

１戸 

０戸 

３戸 

１戸 
仮移転用 

 



２．駐車場契約状況のまとめ 

 

 

 
 
 

 

 

街区 駐車場区画数 駐車場空区画数 

Ａ街区 18 区画 ０区画 

Ｂ街区 133 区画 66 区画 

Ｃ街区 

（（ ）内は 19 号棟・20 号棟） 

97 区画 

（53 区画） 

77 区画 

（47 区画） 

Ａ街区計 18 区画 ０区画 

Ｂ・Ｃ街区計（19・20 号棟を除く） 177 区画 96 区画 

 



別紙３ 

仮移転先等修繕の標準仕様 

仮移転先等修繕の標準仕様は、以下に示す「空家修繕基準１」、「空家修繕基準

２」。のとおりとする。 

【空家修繕基準１】 

仮移転先等修繕の対象となる全ての住戸に実施するもの。 

 

 

 

 

  

種
別 

項
目 

補修部分・仕上げ 補修基準 処置・内容 備考 

畳
工
事 

畳 

畳表  

・畳表替えを原則とする 

（３種麻引き２等） 

・新品同様は除く 

・１年以内の退去、又は

取替えられているも

のに関しては、裏返

しを退去者、その差

額を市費で負担す

る。但し、汚れのひど

いものは除く 

畳床 

・異常がない ・原則取替えない 
・畳床取替の場合は化

学畳床とする 
・経年劣化による腐食又

は損傷が著しいもの 

・取替えとする 

（Ｂ種２級） 

建
具
工
事 

襖
・
障
子 

襖紙・障子紙  

・原則張替えとする 

・６ヶ月以内の退去の

場合は張替えない 

 ただし、やぶれ、日焼

けがないものに限る 

 

鍵
・
錠 

鍵、シリンダー 

・鍵が３本揃っている

場合 
・ローテーションをする ・旧シリンダ一の場合

はＵ９シリンダーに

取替える ・鍵の紛失の場合 
・シリンダーの取替え

とする 

木
製
建
具 

室内扉、襖枠、障子枠、

物置扉 

・異常がない ・清掃とする 

 
・動きの悪いもの 

・経年劣化による損傷

が著しいもの 

・調整、補修及び取替

えとする 

建
具
附
属
金
物 

・クレセント、レール、

戸車、引手、蝶番、ドア

クローザー、ドアスコ

ープ、ドアチェーン、ラ

ッチ他 

・異常がない ・清掃とする 

 
・動きの悪いもの 

・経年劣化による損傷

が著しいもの 

・調整、補修及び取替

えとする 

金
属
金
具 

玄関扉、玄関扉枠、窓

枠、物入扉、ＰＳ扉、ガ

ラリ等 

・異常がない ・点検をする 

 ・動きが悪い、塗装の剥

がれがある 

・原則、塗装又は建付

けが悪い場合は、調

整及び補修とする 

網戸の網、モール 

・異常がない ・清掃とする 

 
・穴、剥がれ等がある 

・張替え又は取替えと

する 

・経年劣化による損傷

が著しいもの 
 

硝
子
工
事 

硝
子 

ガラス 

・異常がない ・清掃とする 

 

・割れ、ヒビ等がある 
・取替えとする（板ガ

ラス、化粧ガラス等） 

 



 

 

 

 

  

種
別 

項
目 

補修部分・仕上げ 補修基準 処置・内容 備考 

内
装
工
事 

天
井
・
壁
仕
上

げ

クロス、モルタル、化粧

ベニヤ、パーライト、石

膏ボード、木毛板等 

・汚れが目立たない ・クリーニングとする 

・原則として水廻り以

外はクリーニングと

する 

・結露等ではがれている ・部分で張替えとする 

・照明、冷蔵庫等の汚れ

が著しい 
・塗装とする 

・広範囲に著しい汚れ

がある（塗装不可能） 
・面で張替えとする 

壁 ビニールクロス ・多少の汚れ 
・クロス染色（塗装）

とする 
 

床
仕
上
げ 

フローリング 

・異常がない 
・清掃の上、ワックス

がけとする 
・全体的な経年劣化の

場合、ＣＦシートに

張替える 
・剥がれ、浮きがある ・補修とする 

・磨り減っている ・ニス仕上げとする 

ＣＦシート等 

・異常がない ・清掃とする 

 ・剝がれ、浮きがある 

・磨り減っている 
・部分張替えとする 

床
下
地 

置床、コンパネ 
・経年劣化による損傷

が著しいもの 
・部分補修とする  

木
工
事 

床
組 根太、大引き ・著しく腐食している ・取替えとする  

木
枠 敷居、鴨井、柱 

・異常がない ・清掃とする 

・つけ鴨井の点検をする ・著しい汚れがある ・塗装 

・きしみ、たわみがある ・不陸調整とする 

棚 棚板、吊戸棚 ・異常がない ・清掃とする  

防
水
工
事 

浴
室
床 

ＦＲＰ、ウレタン 

・異常がない ・清掃とする 

 
・クラック、剝がれがある 

・クラック又は剥がれ

を補修し、ＦＲＰ、

ウレタン防水（シー

リング含む）とする 

 
浴
室
扉 

腰パネル、樹脂板 
・経年劣化による損傷

が著しいもの 
・取替えとする  

台
所
流
し 

シンク、ガス台、扉、吊

戸棚、水切棚、菊座 

・異常がない ・清掃とする  

・シンク、ガス台廻りの

シールが劣化している 
・シールの打替えとする  

郵
便
受
け 

集合、個人郵便受け 
・開閉不調、金具損失が

ある 
・補修とする  

バ
ル
コ
ニ
ー 

バルコニー隔壁板、物

干し金具 

・異常がない ・点検、清掃とする  

・広範囲に塗装の剝が

れがある 
・全面塗装とする  

・取付金具にぐらつき

又は破損がある 

・金具の調整、取替え

とする 
 

床 

・異常がない ・清掃とする 

 ・クラック又は防水塗

膜の剝がれがある 

・Ｕカット補修をし、

ＦＲＰ、ウレタン防

水とする 

 



 

 

 

 

  

種
別 

項
目 

補修部分・仕上げ 補修基準 処置・内容 備考 

雑
工
事 

テ
ラ
ス
・
専
用
庭 

植栽、鉢 --- 
・入居者設置は撤去と

する 

・雑草の草刈りは、斡旋

空家点検で実施 

備
品 

名札入れ、袋ナット --- ・補充とする  

ペンダント 

・異常がない ・相談員に返却する  

・異常又は作動しない 

・紛失している 
・補充とする  

電
気
設
備 

換
気
設
備 

換気扇連動装置  ・すべて単独運転とする  

換気扇 
・異常がない ・作動点検、清掃をする 

 
・動作に異常がある ・調整又は取替えとする 

配
線 電気配線、電話配線 ・絶縁劣化している ・取替えとする ・絶縁抵抗を調査する 

分
電
盤 

分電盤 
・絶縁劣化している 

・動作不良である 
・取替えとする  

呼
鈴 

チャイム、インターホン 

--- 
・入居者設置は撤去と

する 
 

・目隠しカバーがない ・カバーを付ける  

・絶縁劣化している 

・機能不良である 

・修理または取替えと

する 
 

備
品 

コンセント、スイッチ、

プレート、ＴＶ端子、照

明吊金具 

・絶縁劣化している 

・破損している 
・取替えとする  

給
排
水
設
備 

水
栓 

各種水栓、付属品 ・著しく劣化している ・取替えとする  

備
品 

各種パッキン ・劣化している ・取替えとする  

衛
生
設
備 

陶
器 

便器、洗浄タンク、洗面器 ・ヒビ、割れが生じている ・取替えとする  

備
品 

洗浄タンク内外部器具 ・動作不良である ・補修又は取替えとする  

ペーパーホルダー、タ

オル掛け 
・ヒビ、割れが生じている ・取替えとする  

各種パッキン ・劣化している ・取替えとする  

ガ
ス
設
備 

配
管 

都市ガス配管 

（建物内プロパンガス

配管） 

・著しく腐食している ・取替えとする 
 

プロパンガス配管 ・著しく腐食している ・取替えとする 

 



【空家修繕基準２】 

住戸の付帯設備等が設置基準を満たさない場合において、これを充足するよう実

施すること。（設置場所が確保できない状況の場合、市と協議するものとする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※設置例 

 

 

 

項目 設置基準 修繕内容 

トイレコンセント トイレ内に１ヶ所 ・トイレコンセント増設 

エアコン用コンセント 主要居室のうち１室に１ヶ所 
・エアコン用コンセント増設 

・エアコン用配線施工工事 

主要居室網戸 
各主要居室の引違い窓（掃出し窓

及び腰高窓）に各１枚 

・各居室網戸作成 

・網戸上下レール 

・網戸取付け及び調整 

主要居室カーテンレール 

各主要居室の引違い窓（掃出し窓

及び腰高窓）に各１本（ダブルタ

イプ） 

・各居室窓カーテンレール取付け 

浴室、風呂釜 一式 

・浴槽、風呂釜設置（新たに設置

する場合は、ウォールインタイ

プとする） 

台所換気扇 台所内に１ヶ所 ・換気扇設置 

・換気扇の設置 
・カーテンレール及び

網戸の設置不要（小

窓） 

・カーテンレール設置 
・網戸設置 

・カーテンレール設置 
・網戸設置 

・カーテンレール設置 
・網戸設置 

・トイレコンセント設置 

・浴槽、風呂釜設置 
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第１号様式（第８条）

入 居 等 申 出 書

年 月 日 

（申請先）

横 浜 市 長 

（申請者）

現住所

氏
フリ

 名
ガナ

電 話  （ ）

市営住宅の建替事業の実施に伴い、次のとおり入居したいので申し出ます。 

また、建替事業による住宅使用料の減額を併せて申請します。

入居等の種類 １.仮入居 ２.戻り入居 ３.仮住居への本入居 ４.住替え

入居先 
所在地 

住宅名称及び部屋番号 

入居世帯 

全員の状況 

フリガナ
続柄 生年月日 勤務先又は通学先 

入居者氏名 

本人 
大・昭・平・令 

年 月 日 

大・昭・平・令 

年 月 日 

大・昭・平・令 

年 月 日 

大・昭・平・令 

年 月 日 

大・昭・平・令 

年 月 日 

緊急連絡先 

フリガナ
関係 

住  所：〒 - 

電話番号： 

氏名

【注意事項】 

入居等の種類は、「１.仮入居 ２.戻り入居 ３.仮住居への本入居 ４.住替え」の該当する事項に

○印を付けてください。
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横浜市長
市営住宅に入居したいので、次のとおり申し込みます。

申込者の
在住・在勤期間

住宅困窮理由
該当するものすべてに○

親族以外の
世帯と同居

1
狭い

（　　　 ㎡）

2
住宅でない
建物に居住

4
家賃過大

（    　　千円）

5

婚約中

6

1. 市内在住
2. 市内在勤

年
か月間

現在の
住　宅 民間の

賃貸住宅

1
UR・公社等
の賃貸住宅

2

市営住宅

3

立退要求

7

他人に
間借り

５
その他

（   ）

６

11

県営住宅

4

60歳以上
01

身体障害者
02

生活保護受給者
05

ハンセン病療養所入所者
07

  単身者でお申込みの方は、次の単身者申込資格の該当するものすべてに○を付けてください。（世帯でお申込みの場合は記入不要）

不 備 コ ー ド

整理番号

（フリガナ）

申込者氏名

計合の額金得所間年）A（　 　（B）控除額の合計

（ － ）  ÷   12 か月  ＝ 円

）遇優倍３（組  B認特

市営住宅入居申込書

年　　月　　日

（注意）  内のみ記入してください。 ※市営住宅申込書により提出していただいた情報は、市営住宅の入居事務
および市営住宅の管理運営業務以外の目的には使用いたしません。

募集年月

勤務先

地域コード 地域コードに誤りがないか、ご確認ください。

名称 勤務地 電話

申

込

住

宅

分
区
込
申

（
族
家
る
す
と
う
よ
し
居
入
び
及
者
込
申

　
　

）
名

控　

除　

額

別
性

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

本

 

人

柄
続

齢
年

業
職障害

扶養
の
有無

同居
又は
別居

所得の
種　類

給　与
年　金
その他

（B）控除額の合計

①から⑦までの合計額です

年間総収入金額（円）市営住宅申込の年間所得金額（円）生　年　月　日

  大　昭　平　令

年　　月　　日

  大　昭　平　令

年　　月　　日

  大　昭　平　令

年　　月　　日

  大　昭　平　令

年　　月　　日

  大　昭　平　令

年　　月　　日

  大　昭　平　令

年　　月　　日

有

無

有

無

有

無

有

無

有

無

同居

別居

同居

別居

同居

別居

同居

別居

同居

別居

コード番号
（フリガナ）
氏　　名

入居しない
扶養親族（　　名）

世帯の月収額

階層
区分

1.公営原則　2.公営裁量
3.改良原則　4.改良裁量 格

資 有・無・要実態

①親族
　（本人を除く）
1人：38万円

②老人扶養
老人控対配
1人：10万円

③特定扶養
親族等
1人：25万円

④ひとり親
1人：35万円

　所得35万円未満はその額

合　計
（A）氏名 続柄 年齢

住所無
・
有

⑦特別障害者

1人：40万円

⑥障害者

　1人：27万円

抽選番号 当選順位 入居候補者順位

（申込先）
第１号様式（第３条第１項）

－－郵便番号 － 1  電話　2  FAX
（フリガナ）

現住所

有

無

有

無

有

無

有

無

有

無

精神障害者
08

知的障害者
09

DV被害者
10

中国残留邦人等
11

「募集のしおり」    ～ ページの優遇制度の説明を見て、該当するものすべてに○を付けてください。

円

受付日

性　別

生年月日

1 男　　2 女
大　昭　平　令
年　　月　　日

無
身（　　級）

精（　　級）

知（　　級）

無
身（　　級）

精（　　級）

知（　　級）

無
身（　　級）

精（　　級）

知（　　級）

無
身（　　級）

精（　　級）

知（　　級）

無
身（　　級）

精（　　級）

知（　　級）

無
身（　　級）

精（　　級）

知（　　級）

身体上の制限あり
（　   ）

長時間
通　勤

3
間取り
不適当

9
浴室
なし

10

２倍優遇

8

犯罪被害者
12

給　与
年　金
その他
給　与
年　金
その他
給　与
年　金
その他
給　与
年　金
その他
給　与
年　金
その他

有

無

人

万円

人

万円

人

万円

人

円

人

万円

人

万円

⑤寡婦
1人：27万円
所得27万円未満はその額

人

円

特認C組

5000

組
般
一

）
し
な
率
倍
遇
優
（

27241916
帯

世

等
者
患
病
難

26
帯

世

て
育
子

25
所
入
所
養
療

病
ン
セ
ン
ハ

子

多　

23
者
爆
被原

爆

低

20
者
得
所　

額病
害
公

者
害
障

15
者
齢
高　　

11

父

子

母

子 上
以
回
６連

　
　

続

3100

20倍優遇

回
５
続
連

3200
）
定
限
宅
住
象
対
（

援
支
て
育
子

3226

10倍優遇

2928

被
害
者

Ｄ
　
Ｖ

被
害
者

犯
　
罪

事
　
業

公
　
共
304200

特
認
Ｄ
組

（
地
元
優
遇
）
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第２号様式（第10・11条） 

請 求 書 

￥ ， ． － 

建替事業の実施に伴う負担金として上記の金額を請求します。 

年  月  日 

住 所

住宅名称及び 

部屋番号 

フリガナ

氏 名 ㊞ 

電 話 ( ) 

（ 請 求 先 ） 

横浜市長 

振込先 

振込先金融機関

銀行 

信用金庫 

信用組合

農協

本店 

支店 

本所 

支所 

普 通 ・ 当 座 口座番号

フ リ ガ ナ

口 座 名 義 人

※ 口座名義人は請求者本人の名義に限ります。

（備考）

この様式は、適宜修正して使用できることとする。
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徴 収 月 年 4 月 か ら 年 3 月 ま で

0 円

収入認定通知書
第 号様式

建市第 号

様

横浜市長　林　文子

次のとおり収入額を認定しましたので通知します。

認定した収入額 （Ａ－Ｂ）÷１２月

所
得
額

所得者氏名 所得金額 控除の種類

控
除
額

人数 控除金額

所得額合計Ａ 控除額合計Ｂ

年 度 の 市 営 住 宅 使 用 料

【 市 営 住 宅 使 用 料 の 算 出 方 法 】

※ 算出された使用料の額に100円未満の端数があるとき、又は全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。

（注意）横浜市営住宅条例第21条第2項及び同施行規則第22条第3項の規定により、この通知書を受け取った翌日から起算して30日以内に、
横浜市長に対し、意見の申立てをすることができます。

①基本となる使用料 　=　

　（家賃算定基礎額）×（市町村立地係数）×（規模係数）×（経過年数係数）×（利便性係数）

　
印
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第３号様式（第10条） 

移 転 完 了 届 

年 月 日 

（届出先） 

横 浜 市 長 

（移転先） 

住 所 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

電 話 ( ) 

年 月 日をもって次のとおり移転を完了したので、

届け出ます。 

従
前
の
住
宅

所 在 地 横浜市 区 

住宅名称及び部屋番号 

移
転
先
住
宅

所 在 地 横浜市 区 

住宅名称及び部屋番号 

移転完了確認 年 月 日 

係 長 

担当者 
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第１号様式(第３条) 

市 営 住 宅 返 還 届

年 月 日 

(届出先) 
横浜市長

返還する住宅 住宅名 

部屋番号等 街区 棟 号

入居者氏名

次のとおり市営住宅を返還しますので、届け出ます。

返 還 年 月 日 年 月 日

転 出 先 住 所

(連絡先住所 ) 
電話

使 用 料 の

支 払
1 口座振替 2 納入通知書 

※区 分

1 通常退去 5 無断退去 

2 入居変更による退去 6 明渡請求による退去 

3 住宅内死亡 7 滞納強制執行による退去 
4 単身死亡(住宅外) 

備 考

(注意) ※印の欄は、記入しないでください。 
(A4)
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